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要 旨 

２０１６年米国大統領選挙におけるトランプの勝利には、中西部アパラチア山系の白人労働者による支持が

大きく影響している。取り残された白人労働者たちはなぜ民主党候補でなくトランプに投票してしまったのか。

トランプ政権の政策は彼らの利益と合致しているのか。こうした点についての論考を踏まえたうえで、「人口構

成にラティーノ系の比率が少ない中西部は反移民のバイアスを持ち、ラティーノ系の比率が高い西海岸や東

部は聖域都市を形成し共存を目指している」というパラドクスと、トランプ政権の矛盾に満ちた移民政策との関

連について論ずる。        

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

２０１６年の米国大統領選挙でトランプ氏が当選を果たした。その後の推移は、米国国内政治のみならず国

際関係までもが混迷を極めている。「取り残されたアパラチアの労働者たち」に代表されるトランプの熱烈な支

持者たちはポピュリズムの典型としてステレオタイプ化されがちである。だがパリ協定からの離脱や大企業へ

の大型減税が彼らの利益を実現しているとは思われない。 

またトランプ現象自体も BREXIT や欧州の極右のポピュリズムと単純に同列には論じられないアメリカの歴

史的事情を様々な点で反映させている。狭義の「グローバリゼーションの光と影」「ポピュリズムの台頭」といっ

た文脈のみならずアメリカ政治の抱える内在的な問題点にも着目することが重要だろう。 

本論では労働政治や米国社会運動にみられる反移民感情と、これに対抗するマイノリティや働く女性たち

との連帯を重視する潮流が織りなす様々な争点を手掛かりにトランプ現象のもう一つの内実を検討してみた

い。 
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さらに人口構成の累積的変化という長期的トレンドのもとで米国の移民政策が必ずしも一貫性を持たない

理由についてオバマ政権とトランプ政権の移民政策を比較することで明らかにしたい。 

 

 

第一章 「取り残されたアパラチアの労働者たち」の背景 

 

トランプ現象の背景は、反グローバリゼーションやポピュリズムの台頭として理解されがちである。ブランコ・

ミラノビッチが「グローバル化の象」で描いた先進国中・低所得者の没落（先進国の富裕層や新興国の所得

が６割増えたのに先進国の中・低所得者は所得が増加していないという現実）は社会から取り残された焦燥

感と目の前の経済的貧困から理性的でない非合理な政治行動を誘発している。（1）エマニュエル・トッドが指

摘するような「既存のエリートやグローバリゼーションの恩恵を受けるエスタブリッシュメントに対する中間層や

庶民の怒り」は政策そのものの内実とは無関係に過激な言説に引き寄せられがちである。しかしそれにもかかわ

らず２０１６年の米国大統領選挙では、一般投票においてヒラリー・クリントンが２８０万票上回っており、オハイオ・

フロリダを落としてもウィスコンシン・ミシガン・ペンシルバニアのいわゆる「ブルーウォ-ル」を守り切ればクリントン

が辛勝していたはずである。この三州の逆転劇が最大の、そして直接的な民主党の敗因といえるだろう。（2） 

ではなぜ「取り残されたアパラチアの労働者たち」はヒ

ラリーでなくトランプを選択したのか？反グローバリゼー

ションと格差社会への反発であればむしろバーニー・サ

ンダースこそが彼らの利益を体現していたのではなかっ

たか？彼らの選択には過去におけるアメリカ労働運動が

抱えてきた様々な偏見や特異なカルチャーが反映され

ているといえるだろう。（3） 

 白人労働者の怒り、J.D.バンスの『ヒルビリー・エレジー』

に描かれた没落した人々などアパラチア山脈周辺の「取

り残された労働者たち」は錆びついた「ラスト・ベルト」の

現実に影響されている。ここでは空洞化による政治社会

の変化と、戦後期から抱えてきた様々な偏見や特異な

カルチャーを２つの論点として提示する。 

 １９５０年代に人口１８５万人を擁し全米第５位の大都市

として自動車産業の中心だったデトロイトは２０１５年の

時点で人口が６７万人まで減少し空洞化の象徴とされて

いる。図表 1 
『子供たちにトランプをどう説明したらよいのか』 
出典：S.S.wwong&D.Wachtell.(2107) 

 

２０１３年には市当局が財政破綻してしまい公共交通機
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関が操業を部分停止するなど混迷を極めている。ゼネラル・モータース自体が政府資金による救済で破綻を

免れるなど劣悪な環境の中で、全米自動車産業労組UAWはかつての影響力を失い戦後期における労働運

動の総本山は無力化されてしまっている。また共和党がノン・ユニオン戦略として南部で展開している「労働

権州（労働組合にとらわれずに働く権利を州法で承認）の拡大」が中西部にも及び、２０１２年にはリック・スナ

イダー共和党知事のもとでミシガン州でも労働権法が成立してしまった。 

またウィスコンシン州でも２０１０年に共和党がスコット・ウォーカー知事の当選と議会多数の獲得を同時に

実現し、翌２０１１年には官公労の団体交渉権剥奪を含む財政改革法を成立させてしまった。労働組合による

１７日間の議事堂占拠、スコットウヴォーカー知事のリコール成立など様々な抵抗が試みられたが、知事は再

選挙で勝利し力関係は大きく変化した。この事件は労働運動の「グランド・ゼロ」と呼ばれている。（4） 

戦後期に労働運動の中心であった中西部は空洞化により社会的内実が大きく変化し、トランプ登場以前

から民主共和の拮抗する状況にあったのである。 

さらにより重要なのは、アメリカ労働運動が伝統的に抱えているある種のバイアス、ビジネスユニオニズムや

反移民感情などのネガティブナなカルチャーが存在することである。戦後期における労働運動、とりわけ

AFL-CIO 合同の１９５５年から９５年年までは組合員の経済的利害を重視する「ビジネス・ユニオニズム」の考

え方が支配的であった。賃金や雇用主提供型医療保険などの経済的争点が重要視され政治問題や社会的

公正については消極的あるいは不介入という態度が基本ルールとされていた。 

サミュエル・ゴンパース以来の「移民は組合員の雇

用を奪う」という偏見や「大企業のジュニア・パートナー」

「ベトナム戦争支持の最後の砦」女性蔑視と非民主

的な幹部支配など多くの問題点を露呈していたので

ある。 

１９９５年以降 AFL-CIO 執行部は刷新され、ジョン・

スウィーニーを中心に「ニューボイス」グループのもとで

社会全体の公正を重視する「ソーシャル・ムーブメント・

ユニオニズム」が展開され、西海岸を中心にラティーノ

系移民や働く女性を担い手とする新たな活力が生み

出されたものの、中西部にはかつての残滓が色濃く残

っている。とりわけ西海岸のサービス産業労働者と比

べて中西部の重厚長大型基幹産業労働者にはこうし

た傾向が強かったといえるだろう。トランプ現象は彼個

人のパーソナリリティやグローバリゼーションの矛盾、ポ

ピュリズムの潮流に起因するばかりでなく、戦後アメリカ

労働運動が史的展開の中で抱えたままいまだ解消さ
図表 2  
ジャスティス・フォージャニター・キャンペーンのポスター 
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。（5） れずにいる多くの偏見やバイアスと不可分に結びついている

 

 

第二章 トランプ政権は取り残された労働者の利益に貢献しているのか. 

 

トランプ政権は「取り残された労働者たち」の利益に貢献しているのか？財政金融政策や人事を中心に考

察してみよう。政権発足以来唯一の成果とされるのが１２月２２日に成立した税制改革法案だがこれは大企業

を対象とする法人税減税である。連邦法人税率が２０１８年に３５％から２１％に引き下げられ、連邦法人税と

地方税を合わせた米国の実効税率は約４１％から２８％に下がることになる。これは日本やドイツを下回る水

準であり大企業優遇の政策といえる。全体の減税規模は１０年間で約１・５兆ドル（約１７０兆円）となるが同時

に財政赤字も１０年間で１兆ドル（１１３兆円）増大するとも試算されている。従来の項目ごとに細部の個別的

免税措置を拡大するのではなく、１９８６年のレーガン税制改革以来、税率そのものを抜本的に減税するもの

となっている。トランプ大統領は「米国史上最大の減税で誇りに思う。米国の国民と経済にとって素晴らしいも

のになる。」と語ったが、こうした政策は字義のごとく「大企業のため」の政策に他ならない。共和党には伝統

的にトリクル・ダウン理論があり、「大企業減税はしずくが滴るように中間層や労働者層にも何らかの恩恵をも

たらす」と主張してきたが、こうした政策は格差を拡大することになるだろう。１９７９年から２００６年にかけて下

層勤労者の所得が１１％しか上昇していないのに対し、上位１％の所得は２５６％上昇したという統計もある。

プロパガンダとしてすべての国民に恩恵を与える大企業減税が語られたとしても、その内実は格差の拡大と

国民の分断をさらに深刻化させるだけであり、取り残された労働者たちの利益に合致しないことは言うまでも

ない。（6） 

こうした傾向は人事面にも見て取れる。トランプ政権の主要スタッフは１９５０年代の軍産複合体を想起させ

るような露骨な大企業経営者と軍部関係者中心の構成となっている。ゴールドマンサックス関係者としては財

務長官のスティーブ・ムニューチン、国家経済会議（NEC）委員長のゲーリー・コーン、解任されてしまったが

前大統領上級顧問兼主席戦略官のスティーブ・バノンなどがあげられる。また石油大手エクソン・モービル社

最高経営責任者のレックス・ティラーソンはロシアやカタールでの事業拡大が評価されての起用とされる。商

務長官ウィルバー・ロスをはじめこのほかにも主要閣僚に大企業トップ経験者は多く、トランプ政権の資産総

額は１２０億ドル（約１兆３８００億円）を超え史上最も裕福な政権であるという。 

軍部出身者としては国防長官ジェームス・マティス、国土安全保障長官から首席補佐官に転身したジョン・

ケリー、解任された前国家安全保障担当大統領補佐官マイケル・フリンを挙げることができる。国防予算と密

接な軍関係者が大企業トップ同様人事の中心を占めていることからも政権の性格を伺うことができる。 

こうした傾向はパリ協定離脱にみられるトランプ政権の政策的後進性にも表れている。 

前述のエクソン・モービル CEO レックス・ティラーソンに加え、エネルギー長官リックペリーなどエネルギー

産業関係者が重用されている。環境保護局長官のスコット・プルイットは、オクラホマ州司法長官時代にオバ
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マ政権の環境保護局が推進する石油ガス開発の規制などの環境政策にことごとく反対してきた人物であり１８

０度環境政策が転換されたことを象徴する人事となっている。またエネルギー政策顧問として採用されたコン

チネンタル・リソーシーズ最高経営責任者ハロルド・ハムは、シェール革命を代表する「キング・オブ・エナジ

ー」と称されており、バッケン鉱区のキーストーン・パイプライン推進の中心人物とされている。米国は世界の

二酸化炭素排出量の１６％を占め、中国の２８％に次ぐ第二の責任を負っている。にもかかわらず環境政策

に反対してきたエネルギー産業関係者が当事者として政策遂行にあたっている。これは企業利益優先の政

策的後退と言わざるを得ないだろう。（7） 

  また閣僚人事同様、最高裁判事の指名人事も隠れた重要争点となっている。２０１７年１２月４日、最高裁

はトランプ政権によるイスラム圏諸国出身者らへの入国制限について、大統領令の全面発効を認める判断を

下した。２０１６年に急死したスカリア判事に代わり、１月３１日のトランプによるニール・ゴーサッチ（４９）の指名

がなされた結果といえる。今回の人事は保守派の空席に保守派の起用という妥当なものであったが、高齢の

リベラル派判事が引退・死亡した後継に非合理なトランプ人事が行われた場合法曹界の方向性が後退する

可能性もある。現在の構成は保守派がブッシュ（父）の指名によるクラレンス・トーマス（６８）、ブッシュ（子）の

指名によるサミュエル・アリート（６６）、ジョン・ロバーツ（６２）、前述のニール・ゴーサッチ（４９）の４名、保守系

中道派がレーガン指名のアンソニー・ケネディ（８０）、リベラル派がクリントン指名のルース・ギンズバーグ（８

３）、スティーブン・フライヤー（７８）、オバマ指名のラティーノ系ソニア・ソトマイヨール（６２）、エレナ・ケーガン

（５６）の４名となっている。同性婚、妊娠中絶、銃規制のみならず医療保険や移民政策に関しても国論を二

分する問題で最高裁の構成は重要となる。ギンズバーグやフライヤーの後継に保守派が指名されるような事

態が起これば、環境・人権・社会政策に関する判断が、取り残された労働者に不利益をもたらすような方向へ

と後退する可能性は否定できない。（8） 

 

 

第三章 トランプ政権の移民政策とその問題点 

  

トランプを支持したアパラチアの取り残された労働者たちが持つ社会的背景とトランプ政権の政策・人事が

必ずしも彼らの利益を反映したものではないことをこれまで検討してきた。こうした矛盾が最も如実に表れてい

るのが移民政策である。 

トランプは「メキシコとの国境に万里の長城を建設し、費用はメキシコに負担させる」などの過激な反移民政

策を演説し、事実２０１７年９月５日にはオバマの大統領令 DACA（幼少期の不法入国者への滞在延期措置）

を撤廃してしまった。こうした政策は、中西部の取り残された白人労働者たちが持つ反移民感情、古色蒼然

たる偏見、ビジネスユニオニズムの残滓を反映しているといえるだろう。 

ラストベルトの取り残された労働者たちは日常的に不法移民に接する機会がないにもかかわらず厳格な移

民政策を要求し、他方人口構成や労働市場において不法移民やマイノリティが多数存在する西海岸やニュ
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ーヨークでは聖域都市と呼ばれる寛大な都市政策が展開されている。こうしたパラドックスを解明するため、移

民政策をめぐる構図がどのように変容してきたのか概観し、人口構成の累積的変化がアメリカ社会やアメリカ

政治にどのようなインパクトを与えているか検討する。 

第三章では、移民政策をめぐる構図の変遷とともに、オバマ政権とトランプ政権のアプローチを比較するこ

とによって主要な争点を検討してみたい。 

 

図表 3 
Census Brief: The Hispanic Population 2010. P.3 ヒスパニック・ラティーノ系移民が各州の

人口構成に占めるシュア（2000 年から 2010 年にいたる推移） 
中西部のラストベルトではヒスパニック・ラティーノ系の人口構成に占める比率が低い． 
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図表 4  
2010 年においてラティーノ系人口比率の高い主要都市 
出典：Census Brief: The Hispanic Population 2010. P.11 
聖域都市はヒスパニック・ラティーノ系の人口構成に占める比率が高い． 
ロサンゼルスのビュアゴッサ前市長は 2012 年大統領選で民主党大会の議長

を務めるなど全国的にも活躍した． 

 

３－１ 移民政策をめぐる構図とその変容 

 

米国政治における移民政策をめぐる構図は民主党対共和党という単純な構図で説明できるものではなくど

ちらの側にも移民に寛容な立場と厳格な立場が同時に存在している。しかもその構図自体が恒常的なもので

なく常に変容を遂げているといえるだろう。民主党内では進歩的知識人やリベラル勢力、人権擁護団体など

が移民に寛容な立場を打ち出してきたのに対し、１９９０年代以前の労働組合などは「移民は組合員の雇用を

奪う」といった厳格な反移民の姿勢を有していた。他方、共和党の側でも経済保守がビジネス社会の現実、も

はや下部労働市場のサービス業は移民なしには成り立たないという理由から移民の受け入れに寛容である

のに対し、文化的社会的保守は移民に厳格な立場をとる。ゲストワーカープログラムなどの短期就労者につ

いてはこうした混迷はさらに錯綜したものとなる。１９８６年のレーガン政権による移民法改正は、３００万人の

非合法移民にアムネスティを与えるという寛容的内容と、非合法と知りながら移民を使用した雇用主への罰則、

国境警備の強化といったそれぞれの立場を反映したものだった。（9） 

こうした構図が新たな局面を迎えるのは、西海岸におけるソーシャル・ムーブメント・ユニオニズムの台頭と、

これに対抗する草の根保守の側からのティーパーティ運動の出現である。 

具体的にロサンゼルスの事例を挙げれば、１９７０年において人口構成の７３・７％が白人であり、ヒスパニッ

クは１４・６％、アフリカ系は８・１％に過ぎなかった。しかし今日では人口の４９％をヒスパニック系が占めている。

職種ごとの労働市場を詳細に検討するとサービス業の下部労働市場でこの傾向は顕著であり、壁職人につ

いては１９７０年に白人が８０・７％、ヒスパニックが１６・１％であったのに対し、２０００年には白人が２４・６％、ヒ

スパニックが７０・６％と変化している。トラック運転手についても１９７０年に白人が７５・４％、ヒスパニックが１６・
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５％であったのに対し、２０００年には白人が３５・４％、ヒスパニックが５０・３％と共通の傾向を見て取れる。こう

した傾向は象徴的存在であるジャニター（清掃員）にも顕著であり１９７０年には白人が５２・０％、ヒスパニック

が２２・１％であったのに対し２０００年には白人が１４・１％、ヒスパニックが７４・７％と急激に変化している。ジャ

スティス・フォー・ジャニター・キャンペーンの成功に象徴されるように、未組織の働く女性やマイノリティを擁護

するとともに組織化を促進する潮流は西海岸を中心に活性化してきている。全国レベルでも１９９４年の中間

選挙で守旧派プロレーバー候補が壊滅的敗北を機したことから、９５年以降 AFL-CIO のスウィーニー執行部

や「ニューボイス」グループが、ビジネス・ユニオニズムの見直しと新たな運動方針を掲げ、こうした潮流が民

主党を移民に寛容な方向へと収束させ、オバマ政権の支持基盤としても機能していたといえるだろう。（10） 

他方、共和党は草の根保守ティーパーティー運動の展開が党内穏健派や良識派への批判を繰り返し「税

金にたかる官公労働者や公立学校教職員」と同様「潜在的犯罪者である有色人種や移民たち」への感情的

な批判が繰り返された。こうした潮流のもとで、オバマ政権初期に存在した超党派的改革の機運は次第に薄

れ、共和党が移民に不寛容な方向へとシフトしていったといえるだろう。「マイノリティ・働く女性・若者」対「高

齢・低学歴・低所得の白人」という構図は「ブラウン対グレイの対立」とも称されることになり、社会運動の次元

でも未来を予感させる潮流とホワイトバックラッシュが顕著に対立することとなった。（11） 

２０１６年の大統領選挙ではこうした構図にさらなる変容がみられることになる。米国における人口構成の変

化がマイノリティのアップ・ライジングを示していることから、共和党内部にも移民に寛容なリーダー、さらには

マイノリティ出身の議員たちがリパブリカン・ラティーノとして登場してくることになる。両親ともども民主党員だ

ったが共和党へと転じたスザンヌ・マルチネス、ニューメキシコ州知事や大統領予備選を争ったテッド・クルー

ズ、マルコ・ルビオなどである。主流派の中にもジェブ・ブッシュのようにコルンバ夫人の縁戚関係からヒスパニ

ック系のネットワークを持つ指導者も存在する。（12） 

共和党主流派やリパブリカン・ラティーノに対し痛烈なバッシングを浴びせながらも、トランプは第三政党候

補でなく共和党候補として選挙戦に勝利した。他方、アメリカ経済に取り残されただけでなく民主党内の進歩

的潮流からも取り残された潜在的民主党支持者であるアパラチアの白人労働者たちがトランプ支持に転じて

しまったのである。 

共和党議会のもとで大統領令を行使したオバマ政権と、共和党議会であるにもかかわらず党内主流派やリ

パブリカン・ラティーノと対立を繰り返すトランプでは、移民政策をめぐる大統領令の意味内容が、まったく異

なっているといえるだろう。 

次節では、オバマ政権とトランプ政権の移民政策を個別的・具体的に検討することでその違いを考察する

ことにする。 

 

３－２ 移民政策をめぐるオバマとトランプの相違点 

 

２００８年の大統領選でオバマは移民政策に関し、非合法移民の市民権獲得、労働需要の必要に応じた
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合法的入国制度の整備、国境警備強化、就労資格照合システムの整備、移民兵士への敬意など 5 つの視

点を提起した。 

政権発足後の１期目は上下両院とも民主党が多数を占める統一政府であり、議会との対立はなかったが、

リーマンショックへの対応やオバマケアの成立が優先されたため、移民法制への取り組みは必ずしも成果を

上げられなかった。 

上院では２０１０年９月に包括的移民制度改革案が司法委員会に付託されたものの審議は開始されなかっ

た。個別の法案として、幼少時にアメリカに連れてこられた３０歳未満の非正規滞在移民をめぐり「ドリーム法

案」が提起され、２０１０年１２月に下院で賛成２１６票、反対１９８票で可決された。しかし上院では賛成５５票、

反対４１票にもかかわらずフィリバスターを阻止する６０票を固めることができず審議未了で不成立に終わった。

統一政府にもかかわらず就任直後のオバマ政権は従業員の就労資格にかかわる電子認証システムや国境

警備強化にかかわる個別法案を除いては成果を上げることはなかったのである。 

オバマケア成立の可否を問う中間選挙で民主党は敗北し、下院では民主１７８・共和２５６の共和党多数議

会となってしまった。オバマは２０１１年５月に「２１世紀移民システムの構築」と題する包括的報告書を提起し

たものの、共和党議会との協調は望めず、大統領令による移民制度改革を断行する。２０１２年６月に発令さ

れた DACA（幼少時の不法入国者への滞在延期措置）は、１６歳までに入国し、２０１２年６月の時点で３０歳

以下の若者に強制送還を免除する措置である。約８０万人がその対象者に想定されている。共和党議会のもと

では法改正を行わず行政権限により移民の処遇に対処するアプローチを選択するしかなかったのである。（13） 

オバマ再選を受けた政権二期目には２０１３年４月に国境警備強化、市民権獲得拡大、ビザシステムの整

備を内容とする包括的移民法案が再び上院で提起され、共和党穏健派の修正案を受け入れ、賛成６８・反

対３２で可決されたものの下院はこれに応じなかった。下院共和党はこれに代わり５つの個別法案を提起した

が審議未了に終わった。政権２期目のオバマは再度大統領令による改革を試み、２０１４年１１月 DAPA（市民

権や永住権のある子供の親も強制送還の延期を認め、就労資格申請を認める措置）の強行に踏み切った。

しかし２度目の大統領令に対してはテキサス州など２６州から差し止めを求める訴訟が提起され、２０１５年２月

には連邦地裁がこれを認める判決を下した。同年１１月の控訴審もこれを支持し、訴訟は最高裁まで持ち込

まれたが、スカリア判事の急死を受けた最高裁はリベラル４名保守派４名の同数であったため、２０１６年６月

最高裁は独自の判断を下すことができないと声明を出し、控訴審判決が維持されることになった。２度目の大

統領令は司法判断により阻止されてしまったのである。（14） 

 

オバマ政権は、中間選挙敗北後の６年間、結果的に共和党多数議会の「分割政府」状態にあり法改正に

おいてはいかなる成果もあげることはできなかった。大統領令による試みも DACA は実行されたものの、

DAPA は司法判断により阻止されてしまった。 

そしてトランプ政権はその DACA をも２０１７年９月５日に撤廃を表明したのである。 
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ではトランプ政権の移民政策とはいかなるものであるのか。２０１６年６月に公表された「アメリカを再び強く

する移民改革」は３つの視点から構成されている。第一に南部国境への壁の建設、第二に法執行力の強化、

第三に米国労働者優先の移民政策、である。 

「メキシコからの不法移民を阻止するためには国境に壁を建設し、その費用をメキシコ政府に負担させる。

NAFTA の見直しも辞さない。国土安全保障省移民関税執行局の職員を３倍にし、また移民に寛容な『聖域

都市』には連邦補助金を停止する。米国労働者の雇用を優先し、新たな低賃金労働者の流入を阻止する。

専門職ビザ（H-1）保有者を重視し、交流訪問者ビザ（J-1）を廃止する。」などの過激な内容となっている。（15）  

こうした提案は就任後のトランプ政権で果たして実現されているのか。壁の建設についてはメキシコのペニ

ャト大統領が支払いを拒否し、建設費用が２１５億ドルを超えることから共和党議会さえ積極的には応じてい

ない。 

法執行の強化については「聖域都市」との対決姿勢が強まっている。カリフォルニア・コネチカット・ニューメ

キシコ・コロラドの諸州、ワシントン DC、２３州にまたがる１６５の都市とカウンティが、移民税関執行局の拘留

命令に反対し、移民に寛容な独自の政策を展開しているが、トランプは就任直後の大統領令１３７６８号でこう

した自治体への補助金停止を試みている。司法判断の領域で大統領令と聖域都市との対決が係争中の状

況にある。（16） 

米国労働者優先の移民政策については、２０１７年２月１３日に上院に提出され、８月２日にバージョンアッ

プされた「新移民法」が審議の過程にある。これは１０年間でグリーンカードの発給数を半減、技能にもとずく

永住権の選抜、家族優先枠廃止、永住権抽選制度廃止、難民枠を年間５万人に制限、などの内容になって

おり移民総数を減らすことと高技能所得者の優遇が制度趣旨となっている。 

また選挙期間中の３つの公約とは別個に、１月２７日には大統領令１３７６９号が発令され、シリア・イラク・イ

ラン・スーダン・リビア・ソマリア・イエメンの７か国からの入国制限を目的として「不法移民対策強化とイスラム

教徒の全面入国禁止」が掲げられた。これに関しては西海岸のワシントン州が執行差し止めを提訴し、連邦

地裁・控訴審ともに提訴を認めている。しかし内容を緩和した３月６日の大統領令１３７６９号については、ハワ

イ州の提訴が連邦地裁では支持されたものの、連邦最高裁が条件付きで発行を容認してしまった。さらに９

月２４日の大統領令は、ハワイ・メリーランド地裁の差し止め決定に反し、１２月４日に最高裁で全面発効が決

定されてしまった。これによりイラン・リビア・シリア・イエメン・ソマリア・チャドの出身者は新規の査証申請が禁

止されてしまった。トランプの行使する大統領令は議会を念頭に置いたものではなく州政府や聖域都市との

対決を意図するものといえるだろう。こうした文脈では司法判断や最高裁人事が重要となってくる。（17） 

 

要約すると、オバマ政権は就任直後の二年間民主党多数議会のもとで統一政府の状態にあったが、この

時期はリーマンショックへの対応やオバマケアが最優先課題とされていたため移民改革に本格的に着手する

ことはできなかった。さらに中間選挙の敗北後、共和党多数議会となってからは、野党共和党から超党派的

改革の機運が薄れ保守派の影響力が増大したこともあり、正規の法改正はほぼ不可能となった。オバマ政権
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の大統領令は、あらゆる議会運営を試みたのちの苦肉の策として行使されたものである。 

これに対しトランプ政権は就任直後に、共和党多数議会の統一政府であるにもかかわらず、恣意的な大統

領令を乱発している。これは州政府や聖域都市との対決を念頭に置いたものであり、その内容は共和党内穏

健派やリパブリカン・ラティーノさえ疑問を抱くものとなっている。こうしたアプローチは議会制民主主義を形骸

化するものと言わざるを得ないだろう。（18） 

 

 

結びにかえて 

 

 トランプ政権成立の背景にあるもの、それは反グローバリゼーションの潮流やポピュリズムのみならず、過去

におけるアメリカ労働政治や社会運動にみられた古色蒼然たる偏見や先入観と結びついている。アメリカ経

済から取り残されたアパラチアの白人労働者たちは、民主党内の新たな潮流からも取り残され、トランプ支持

に転じてしまった。しかしトランプ政権の財政金融政策や人事は彼らの利益に合致するものでは決してない。

経済政策のみならず移民政策についても、日常、非合法移民と接することのない中西部の取り残された白人

労働者たちは厳格な治安立法を望み、トランプ政権はこうした意見を政策に反映している。他方、多様なマイ

ノリティと共存している西海岸や東部の市民は寛容な移民政策を求め「聖域都市」としてトランプ政権と対決し

ている。（19） 

 こうした状況は二重の悲劇といえるだろう。民主党候補が２８０万票もの優位に立ちながら中西部の結果が

全体の帰趨を左右してしまう選挙制度自体、建国期には説得力のあった制度設計も２１世紀のデモクラシー

とは齟齬をきたしているのかもしれない。 

 米国の経済的・軍事的プレゼンスを考えるとその影響は全世界に及んでいるといわざるを得ない。共和党

多数議会を擁しているにもかかわらず、トランプ政権は就任直後から恣意的な大統領令を乱発し、議会制民

主主義を形骸化させている。その狙いは州政府や聖域都市との対決にあった。 

 同様の事態は、環境問題にも当てはまる。２０１７年６月トランプ政権がパリ協定離脱を表明したのち、WE 

ARE STILL IN と呼ばれるパリ協定残留を掲げる米国の自治体・大学・企業がネットワーキングを展開し、その

数は２５００にも及んでいる。世界１５００都市からなる温暖化交渉を主導する自治体連合 ICLEI にも米国から

多くの自治体が参加している。トランプの資質や米国の選挙制度といった次元を超えて非政府組織や自治

体が国際社会の重要な主体として存在感を高めているといえるだろう。国際社会の潮流は過渡期のホワイト

バックラッシュとは対照的に、米国の累積的人口動態が示しているような多様性と共存によって成り立つ社会

へと向かっているように思われる。（20） 
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